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西宮市立小学校保護者様 

西宮市立中学校保護者様 

西宮市立特別支援学校保護者様 

西宮市教育委員会 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業について 

 

余寒の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、

日頃より本市の教育活動に、ご理解とご支援を賜り心よりお礼申し上げます。 

さて、２月２８日現在、県内で新型コロナウイルス患者の発生は報告されていません

が、国・県の方針に則り、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、市立学校を下

記のとおり、臨時休業します。 

本年度、実施を予定しておりました授業内容につきましては、授業進度の引き継ぎ

を確実に行い、進級した学年で実施してまいります。新中学１年生については、進学

先への引き継ぎを着実に行ってまいります。 

また、臨時休業中の過ごし方につきましては、不要不急の外出（習い事や娯楽を

目的とした外出等も含めて）を控えていただき、家庭にて自主学習を行っていただきま

すようお願いいたします。 

なお、お子様の門出を祝う卒業式につきましては、西宮市内に感染者が発生してい

ない場合は、規模を縮小（来賓・在校生は不参加とし参加人数を抑える、時間の短縮

など）して、下記の日程で行います。規模縮小のため、ご家庭からの出席は１名とさせ

ていただきますことにご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 
１ 臨時休業期間  令和２年３月３日（火）～３月２５日（水） 

２ 対      象  西宮市立小学校・中学校・特別支援学校 

３ 連 絡 事 項 

  （１）卒業式の日程 小学校・特別支援学校は予定通りの日 

     小学校         １９日（木） 

特別支援学校  高等部１２日（木） 小学部・中学部 １８日（水） 

     ※中学校については、後日連絡いたします。 

 

（２）通知表の受け渡しについて 

  ４月７日（火）始業式当日   卒業する児童生徒は卒業式当日 

 

（３）修学旅行など宿泊を伴う校外行事について  

４月実施予定の宿泊を伴う校外行事については、延期または中止を 

検討しています。 

 

（４）部活動について    

臨時休業期間は実施しない。３月２６日（木）以降の活動については後日連絡 

   

以上 


